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巻  頭  言  

スリランカ停戦合意破棄 
（関連の新聞記事は 12‐14 頁をご参照ください） 

非暴力平和隊・日本 共同代表 大畑豊 
スリランカ政府は 1 月２日、タミル・イ

ーラム解放の虎（LTTE）との間で 2002 年

に合意された停戦合意を破棄することを決

定した。これにより停戦合意は 16日に失効、

合意に基づき創設されたスリランカ停戦監

視団（SLMM）も同日までに撤退。対 LTTE
強硬派とされるラジャパクサ大統領が 2005
年 11 月に就任して以来、軍事衝突が頻発し、

それを裏付けるかのように軍事費は３倍に

増大、戦闘の犠牲者は６千人以上になってお

り、そういった意味では今回の破棄以前から

停戦合意は崩壊状態にあったと言っても過

言ではないだろう。 
1983 年以来の紛争の激化により、7 万人

とも言われる犠牲者が出ており、数十万の国

内外避難民も出ている紛争。またこれまでに

２回の停戦もあったがそれぞれ破綻してし

まっていただけに、今回の停戦合意にかける、

スリランカ市民、国際社会の期待は大きかっ

たと言える。それゆえ今回の破棄に対し国際

社会はそろって懸念を表明している。 
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●紛争のこれまで 
この紛争を民族紛争と呼んだり、宗教紛争、

政治闘争といろいろ呼ばれたりする。そして

その原因を1956年のシンハラ語のみを公用

語とする「シンハラ・オンリー」政策、シン

ハラ優遇政策とするものや、植民地時代の統

治とするものもある。また 1987 年のインド

仲介によるインド・スリランカ和平協定によ

る停戦、クマラトゥンガ大統領就任後の

1995 年の停戦もあるがどちらも破綻に終わ

っている。そのつど話し合われた和平案も基

本的には自治権委譲・拡大が中心であるが、

実はこうした案は 1957 年のいわゆる B－C
協定というものにも盛り込まれており、それ

以来合意できずに出ては消え出ては消えし

てきた。実際現在も解決案として話し合われ

ているのも権限委譲案である。 
 
●2002 年停戦合意 

1997 年に米国が LTTE をテロリスト組織

指定したのを始め、スリランカ国内でも非合

法団体になり、カナダ、イギリス、オースト

ラリアなどでも非合法化されていった。こう

した動きに危機感をもったか、LTTE は

2000 年ノルウェー仲介の和平交渉に応じた。

ノルウェーにはスリランカから移住した多

くのタミル人が住んでいると共に中東和平

仲介の実績もある。2001 年に LTTE から一

方的な停戦宣言をし、そのままスリランカ政

府との 2002 年停戦合意に至った。その後、

タイ、ドイツなどで和平交渉が進められるが、

合意 1 年後には 初の武力衝突が起こった。

日本政府は当時打ち出していた、「平和の定

着」「人間の安全保障」外交の試金石とすべ

く、明石康元国連事務次長を政府代表に任命

し、2003 年に第 6 回和平交渉が箱根で行な

われるとともに、同年スリランカ復興支援国

会議（東京会議）を開催、多くの NGO とと

もに NPJ も参加した。 
 

●合意から破棄まで 

2004 年末にはスマトラ沖大地震・大津波

がスリランカにも襲い、多大な被害をもたら

した。インドネシアではこの津波復興を機に

アチェ紛争を解決に導いたが、スリランカで

はこの機会を活かすことができなかった。 
2004 年 LTTE の分裂、2005 年の、タミ

ル人で和平推進派のカディルガマール外務

大臣暗殺、そして対 LTTE 強硬派のラジャ

パクサ大統領が就任。スリランカ政府は

LTTE から分裂したカルナ派とも連携して、

2006 年からは攻勢を強め、2007 年 11 月に

は LTTE 政治部門トップのタミルセルバン

が政府軍の攻撃で死亡、また同月末の攻撃で

プラバカラン議長の負傷も伝えられた。昨年

政府軍は LTTE から東部奪回に成功、更な

る軍事攻勢をかけるには停戦合意が邪魔に

なったと思われる。 
また 2005 年以降、EU、カナダなどでも

LTTE が非合法化されたこともスリランカ

政府に有利に働いたが、その EU やスリラ

ンカ・タミルの も大きな人口を抱えるカナ

ダでも今回の破棄とその将来的影響には懸

念を表明し、 も影響力のあるインドもこの

紛争に軍事的解決はありえない、と懸念を表

明している。SLMM 代表もスリランカを去

るに当たり「 終報告」として「この込み入

った紛争に軍事的解決はない」と言明してい

る。 
日本政府も懸念を表明。去年 12 月 8 日に

ラージャパクサ大統領が来日した折には同

大統領は、権限委譲案を早期にまとめるべく

取り組んでおり、軍事的解決は政治的解決を

代替するものではない、と福田首相に言って

いたのだが。 
今年 2 月 4 日のスリランカ独立 60 周年記

念式典に出席するインドのシン首相も権限

委譲案の策定を強く要請しているが、スリラ

ンカ与野党間での協力はうまくいっている

とは言えないし、強力に反対するシンハラ仏

教徒グループも存在している。 
今後スリランカ政府による LTTE のテロ
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組織指定の再開、北部チェックポイントの一

部の閉鎖または廃止措置、北部への物資統制

の厳格化、などが指摘されている。 
 

●NP とスリランカ 
NP は 2002 年 12 月に設立総会をインド・

デリー近郊で開き、 初のプロジェクト先を

決めるにあたり、 終案として残ったパレス

チナ・イスラエルとスリランカとの間で議論

が白熱していた。参加者の合意を得るには至

らず投票により僅差でスリランカに決まっ

た。そのときにスリランカに決められた理由

の一つに同年２月に合意された停戦協定が

あり、その政治的枠組下で活動した方が和平

への道筋がつけやすい、「成果」を出す活動

環境として適当である、などの意見があった。 
翌 2003 年から派遣が始まり、第一陣とし

て大島みどりさんを含む 11 人が派遣され、

現在約20ヵ国から25人と支援体制を増強し

てきた。また 2004 年の総選挙、2005 年の大

統領選挙のときには NP からの呼びかけに応

じ小林・大橋両 NPJ 理事も選挙監視団に参加

した。昨年は徳留由美さんがフィリピン派遣

後、私的事情により短期間で離任し、改めて、

１２月からスリランカに派遣されている。徳

留さんにとっては波乱のなかでのスタート

となる。 

停戦協定が破棄されたことはスリランカ

を選定した理由の一つが崩れたことにもな

るが、NP・スリランカ・プロジェクトは、遅々

としてかもしれないが着実に力をつけてき

ており、活動範囲もひろがり、停戦破棄は現

状では NP 活動に大きな支障にはなっていな

いと言える。ただ、ここ数年、NGO に対する

スリランカ政府の管理が厳しくなってきて

おり、破棄により更にフィールド内外での移

動が制限されるなどの可能性もある。紛争地

では何があるか予測のつかないことも多い。

慎重に活動を進めることを期待したい。 

 

● 後に 

私の記憶に残るスリランカは 1991 年の、

LTTE によるとされるラジヴ・ガンジー首相

暗殺がたぶん 初であり、ピース・ブリゲイ

ド・インタナショナル（ＰＢＩ）でスリラン

カに派遣されるため米国でトレーニングを

受けていた 1993 年 5 月、プレマダーサ大統

領暗殺のニュースが伝わり「この国に派遣さ

れるのか」と思ったことを覚えている。それ

から数えてもすでに 15年が過ぎたことにな

る。 
スリランカ人には国際社会で活躍する優秀

な人も多く、私のスリランカ滞在中にも多く

の優秀な人々に出会った。しかしそうした人

たちに聞くと「こんな紛争と政治家の汚職の

国にいたくはない」と語る人が多かった。実

際その後海外に移住した知人もいる。外国人

の私にとっては自然豊かで、優しい人々の国

であり、「紛争さえなければ」と思うことが

何度もある。 
スリランカに行くと日本人はよく言われる

ことがある。第二次大戦後、サンフランシス

コ講和会議でスリランカは日本に対する戦

後補償を放棄した。そしてそのときにジャヤ

ワルデネ代表は「憎しみの炎は憎しみによっ

て消えない。慈悲によってのみ消える」と仏

陀の言葉を引用したと。スリランカが今、こ

のことを自らのこととして活かしてくれる

ことを願わずにはいられない。 
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★鎌倉の大仏のある高徳院の庭に建てられ

ている『J・R・ジャヤワルデネ前スリラン

カ大統領の顕彰碑』について（前頁写真） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
この石碑は、1951 年 9 月、サンフランシ

スコで開かれた対日講和会議で日本と日本

国民に対する深い理解と慈悲心に基づく愛

情を示された、スリランカ民主社会主義共和

国のジュニアス・リチャード・ジャヤワルデ

ネ前スリランカ大統領を称えて、心からなる

感謝と報恩の意を表するために建てられた

ものです。 
ジャヤワルデネ前スリランカ大統領は、こ

の講和会議の演説に表記碑文のブッダの言

葉を引用されました。そのバーリ語原文に即

した経典の完訳は次の通りであります。 
「実に、この世においては、恨みに報いるに

恨みを以ってしたならば、ついに恨みの息む

ことがない。恨みをすててこそ息む。これは

永遠の真理である。」（「ダンマバダ」５） 
ジャヤワルデネ前スリランカ大統領は、講和

会議出席各国代表に向かって、日本に対する

寛容と愛情を説き、日本に対してスリランカ

国（当時セイロン）は賠償請求を放棄するこ

とを宣言されました。 
さらに「アジアの将来にとって、完全に独

立した自由な日本が必要である」と強調して

一部の国々の主張した日本分割案に真っ向

から反対して、これを退けられたのでありま

す。今から４０年前のことですが、当時、日

本国民はこの演説に大いに励まされ勇気づ

けられ、今日の平和と繁栄に連なる戦後復興

の第一歩を踏み出したのです。 
今、除幕式の行われるこの石碑は、２１世

紀の日本を創り担う若い世代に贈る慈悲と

共生の理想を示す碑でもあります。この原点

から新しい平和な世界が生まれ出ることを

確信します。 
１９９１年４月２８日 
ジャヤワルデネ前スリランカ大統領  
顕彰碑建立推進委員会 中村元 謹誌 

『スリランカ・プロジェクト報告』 
マーセル・スミット 

（前プロジェクト・ディレクター） 

以下は、9月末のナイロビ総会で行ったこの

時点でのスリランカ・プロジェクトに関する

前プロジェクト・ディレクターの報告の議事

録である。スリランカの政治情勢は、その後

大きく変化しているが,ＮＰスリランカの活

動の性格には変更がないと理解して欲しい。 

 

NPが同行せずに独りで警察署に告訴のため

に出向いたある母親についてのエピソード。   

彼女がひとつだけ持って行ったのはスリ

ランカ・チームからの NPカードだった。警

察署では下級警官が彼女を追い出したが、彼

女が携えていた NPカードを見た警察署の幹

部は彼女を連れ戻し、彼女の告訴を取り上げ

た。この幹部は NPの紹介を持って警察署に

来たものは誰であれ自分が面会すると指示

した。この話は NPはどこにでも派遣するわ

けには行かないが、カードや電話などがチー

ム・メンバーのプレゼンスの代わりになると

感じた。 

 

スリランカ・チームへの支援要請に優先順

位をつけるのは極めて困難である。必要性が

最も高いと認知されるものを優先すべきだ。

脅迫は余りにも多い。必要性だけで優先順位

をつけるのは不可能で、不十分な情報で決定

を下すのも危険である。重要なのは先ず地域

社会での信頼関係構築だと感じている。これ

でＮＰ内の自信が培われ、関係者の対応の仕

方に変化がでるからである。 

 

NPは武装グループと渡り合い、人々の苦

しみを彼らに知らせる。これは安全を創り出

し、橋渡しをする活動である。最終的には、

紛争の幾つかの根本的原因に取り組むこと

になる。SLチームは LTTEの代理人に自分た

ちの懸念を伝えようとする家族を東部スリ

ランカからコロンボまで同行した。 

 



5 

チームにはロジステックの問題があり、目

下、この問題に取り組んでいる。FTMが使命

遂行に注力するために、現地スタッフにロジ

ステックを担当させたいと目論んでいる。 

 

SLプロジェクトには休暇、出張、安全、

戦闘状況に関するコミュニケーション手順

と戦略が必要。これら戦略が不明確なままに

FTM は活動を続行しているが、困難である。 

 

SLチームの撤退への対処に助けとなる退

却指示とか心理的支援ネットワークなどは

存在するが、不十分である。FTMは未だトラ

ウマに十分に対処しきれていない恐れがあ

る。 

明確な方針の欠如についての懸念の文書

を、現場スタッフに代わって、作成する予定

である。 

 

[追記]なお、この会議後に退任するマーセル

に出席者全員が起立して拍手をおくった。 

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

『スリランカ・プロジェクトの教訓』 
    クリスティン・シュヴァイツアー 

（プログラム・ディレクター） 

 

以下は、9月末のナイロビ総会で行ったスリ

ランカ・プロジェクトの評価に関するプログ

ラム・ディレクターの報告の議事録である。 

 

  このプロジェクトからの教訓収集は未だ

道半ばだが、プロジェクト目標、活動、成果

についてクリスティン・シュワイツァー（NP

プログラム・ディレクタ）が報告した。 

 

■現場での効果はその土地でのチームの良

好な関係構築と信頼醸成にかかる。国際的プ

レゼンスによる“抑止力”は達成する一手段

だが、信頼醸成が更なる手段である。 

 

■人間の安全保障と市民平和維持に力を注

ぐ草の根活動は現場での保護を提供するが、

国内の政治首脳の決定なしには停戦中断を

防ぐことは不可能。 

 

■戦時下の非暴力的手法には限界もあるが、

それなりに効果はある。市民平和維持者はそ

の役割として暴力紛争の結果を緩和し、市民

社会関係者の人権と人道的権利の規範維持

のための行動を支援することが可能。同時に、

紛争の幾つかの根本的原因への取り組みを

意味する。 

 

■人道的援助と伝統的平和構築活動を含ん

でいない NPの使命を説明するという課題が

未解決のままである。 

 

■市民平和維持の分野には、標準的手法の保

護的同行、監視、プレゼンス、介入、調停、

ネットワーク化など以外にも、多くの活動や

手法がある。 

 

■開発プロジェクトと平和維持とでは持続

可能性の意味は異なる。持続可能性をこうし

た活動で確保するのは大きな未解決の課題

である。我々の活動は安全保障の提供である

から、持続可能性とは誰もが安全で人権が尊

重されているとか、国際グループが行ってい

る活動を余りリスクなく地域グループに移

行可能という環境を作り得たことを意味す

る。 

 

■NPのパートナーとの提携関係と提携形態

には様々なものがある。 

 

■NPが常に留意すべきは、我々の目標が達成

でき、撤退が可能と言えるまで目標を公式に

掲げ続けることである。 

 

■安全保障の手法として、緊急事態対応ネッ

トワーク（ERN）のような草の根的手法に加

えて、国際的影響力の必要性が指摘されてき

たが、目下我々はそれを展開中である。 
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スリランカ・プロジェクトの管理体制に関し

て下記の数点に言及する。 

 

■国際スタッフと現地スタッフ混成の現地

事務所の設立、首都あるいは地域センターに

ひとつの中心的支援オフィスの設立の有効

性は実証された。 

 

■プロジェクト・ディレクター、人事担当者、

会計担当者、資金調達担当、コミュニケーシ

ョン担当者、安全担当者、ディレクター補佐

からなる組織は、NPがスリランカと同規模

の別プロジェクトの管理機構の立ち上げの

基準となった。 

 

■満足に程遠いのはこれまで行使したチー

ム・レベルの機構である。NPは未だ最善の

管理、活動機構に向けて試行錯誤中である。 

 

■総意と指令の間には常に緊張状態があり、

未だうまく解決できていない。 

 

■全般的な財務処理手続き、財務報告手順と

基準の設立完了。 

 

■SLプロジェクトでは多くの規則(緊急事態

対応計画、避難時の車輛から持出品に至る保

安標準・ワーキング・手順、FTMによるコミ

ュニケーションの規則、ジャーナリスト対応

規則、現地スタッフの給与規則、家族、住宅、

など)が設定された。転用可能なものはハン

ドブックにまとめられ、設立中の新規プロジ

ェクトのスタッフが日常的に共有している。

緊急事態や拉致への対処の仕方など他の規

則は NP全般に公式化された。 

  

[人事に関しては：] 

■適格な現場スタッフと管理スタッフの募

集基準とその適用基準を設定し、応募と人事

評価手続きを標準化した。 

 

■トレーニングのカリキュラムを試行。今の

ところ、評価、コア・トレーニング、赴任国

トレーニングないし準備の分離はシステム

として有効であった。能力構築デパートメン

トは将来構想を提案予定。 

 

■NPは継続中のトレーニングに加えて現場

スタッフ支援用の道具や諸資源 (例えば、カ

ウンセリング・ネットワーク) を作成。が、

まだ色々と不足していると判断。 

 

■最初の応募からトレーニング、チームへの

勧誘、チーム内での時間、現場に滞在、その

後の帰国などを通じて人と共にあるという

意味でのより良い人事管理の必要性を学習

した。そこには FTMに対するより多くの、よ

り良い昇進機会を開発したいとの願いがあ

るが、これまで、二人の元 FTMが展開・計画

中の 4つの新しいプロジェクトの中の二つ

のプロジェクト・ディレクターになった。 

  

[諸資源について] 

■基金等助成金は実績が良いほど入手の可

能性が高いことを学んだ。これは国際的には

当然ながら、プロジェクト当事国では特にそ

うである。これが、緊急事態対応用のみなら

ず、あらゆる現場プロジェクトの立ち上がり

の段階に核となる資金の準備を提案した理

由である。 

 

■資金調達はその大部分を国外の資金調達

部門よりも、当事国内で資金調達担当あるい

はプロジェクト・スタッフにより行われるべ

きであることを学んだ。 

 

■資源とは資金だけではなく人材と活動能

力である。もちろん、資金で後者をある程度

は解決出来るが、2番目、3番目が忘れられ

がちである。 

  

最後に、新規プロジェクトの展開について、

下記を指摘する。 

 

■全般的に、最初の本格的調査からプロジェ

クトの意思決定への期間は短縮が必要。期間

が長ければ、現地側の期待外れにつながり、

紛争状況も変化してしまう。 
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■現地団体から要請を受けた場合にのみ、NP

は新プロジェクトの調査を開始するとの方

針がある。が、NPスタッフが潜在的なパー

トナーに NPの何たるやを説明し、NPの使命

を理解してもらうには 2－3週間の現地訪問

では不十分。準備期間といえども、目に見え

るプレゼンスと具体的活動のみが安定的な

関係の源である。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

[出席者から幾つかのコメントと質問があっ

た。] 

■オマーの質問：スリランカ、フィリッピン、

グアテマラの人たちの給与の差は何か、これ

がチーム・メンバーの早期退隊の原因となっ

ていないか。これに対し、グアテマラ・プロ

ジェクトへの緊急対応の必要性からボラン

ティアーを使うことを決定したとクリステ

ィンが説明。目下、FTMへの給与基準はない。

チーム・メンバーの早期退隊にはそれぞれ異

なる理由がある。家庭内の問題の人もいたし、

燃え尽きた人も居た。単に他からより良い仕

事を提供された FTMも何人かいた。 

 

■ジョン・スチュワートのパートナー団体に

対する懸念：NPは強力なパートナー団体を

持たないままに紛争マネジメント分野の活

動の開始を迫られるが、非暴力活動への同行

には限界が生まれると彼は信じる。NPの出

口戦略とは何か。国際団体が撤退するのは如

何なる状況か。現地団体で対応可能な状況が

生まれたと知るにはどうすべきか。 

 

■シバ・アドヒカリのスリランカの現場経験

談：FTMにとって何であれ不明確なことは活

動の障害になると指摘。赴任国内トレーニン

グは必須。FTMが軍や警察の階級の違いを認

識出来なければ、危険な間違いに繋がる。FTM

が紛争の背景や必要な文化的感受性、例えば

挨拶の仕方、に不案内なことがしばしばある。

FTMの撤退後、プロジェクトからは何が残る

べきか。このことは明確にすることが肝要。 

 

■ラム・マニバナンの NPトレーニングに関

する言及：活動のために、これまでの成果を

ベースにトレーニング・マニュアルの改善が

必要。現在のトレーニング手法には大きな懸

念がある。トレーニング担当者はグローバ

ル・サウス出身者が何人か居るが、現手法は

それを反映していない。 

 

■テオ・ロンケンも NPトレーニングについ

て言及：ヨーロッパ・スタイルの訓練が辛く、

ラテン・アメリカで行われたとき、書き直す

必要を実感。2006年 11月にナイロビで行わ

れた以前の NPトレーニングからは十分な情

報を習得できなかった。シモネッタ・コスタ

ンゾ・ピタルガが記述したものはよく使われ、

有用であった。他の NPトレーニング担当者

にもそれを渡すべき。キトでのトレーニング

の後、彼とウイニー・ロメリは全資料をルー

マニアのクルージュで開催予定の次のトレ

ーニングの NPトレーニング担当者に渡した。 

 

■マヌエル・エウヘニオ・ガンダラ・カルバ

リドは下記 3点を指摘。 

(1) NPプロジェクトから学んだ教訓は MOに

送付されるべき。 

(2) FTMに対する NP人事規定が至急必要。

さもなければ現場活動に影響必至。 

(3) NP活動に最大の問題はこの総会に与え

られた時間が不十分なこと。 

・チト・ヘネロソは長期計画に言及：新たに

承認された長期計画が取り上げた幾つかの

課題の外に、パートナー団体と MOにはまだ

問題が残っていると指摘。 
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 『ＮＰ財政危機を乗り切るために』                    

阿木幸男（ＮＰ国際理事,ＮＰＪ理事） 
 
９月のナイロビ会議で「国際理事」に私が就

任して以来、毎月の会議での議題は「財政問

題」であった。財務担当のエリックバークマ

ンから詳細な財務報告を受け、時にはメール

で、「収入」と「支出」のバランスを図式で

示す表が事前に送られてきた。「収入」の落

ち込みは一目瞭然であった。 
 
１０月のスカイプによる「国際理事電話会

議」は３時間に及んだ。常に財務担当は「Ｎ

Ｐ財政の危機」の警鐘を鳴らしてきた。 
議論は「資金獲得」の手法から、「こうした

財政状態にもかかわらず、なぜ、北ウガンダ

プロジェクトに資金を投入するのか？」、「Ｎ

Ｐ本部の楽観的な財政見通し」、「各国メンバ

ー団体のコミットメントの薄さ」、「財務担当

態勢の拡充」など。 
 
１１月、１２月の会議で同様の議論が為され、

国際理事自身も毎回、それぞれの「資金獲得」

の取り組みを報告することになった。１２月

会議では、共同代表から「国際理事の個人的

カンパ要請」の提案が出され、賛同を得た。

具体的にその提案に応じて、理事たちも動き

始めた。 
 
ＮＰメンバー団体で、もっとも協力的だった

のはＮＰＪである。ＮＰＪが送金した４００

万円を超える寄付をしたＭＯはない。 
 
１２月の中旬の時点で、ＮＰ本部、メルダン

カン事務局長のこの危機を乗り切ることに、、

比較的、楽観的であった。 
ダンカンが繰り返し、話したことは、これま

でも数回の危機を、乗り越えてきたこと、Ｎ

Ｐ活動への関心と支持が増大していること、

大手の「基金財団」が賛同の意思を表してい

るとのことだった。 

１２月の初め、ダンカン事務局長は米国の１

４の都市を「ＮＰ資金集めツアー」を実施し、

好感触を得ているとのことだった。 
しかし、実際は１２月末、１月初めになって

も、期待した寄付はなく、急遽、「緊急アピ

ール」となったのである。 
ＮＰ本部の緊縮会計処理を決定し、専従スタ

ッフ、シュバイツアー（パートタイム）、ダ

ンカン（フルタイム）ガ２００８年１月１日

から、無給で働くことになった。 
他の専従スタッフも２月１日から全員、レイ

オフ、または、給与の削減を実施することに

なった。 
 
スリランカ、ミンダナオではＮＰフィールド

チームが「平和維持」活動で奮闘しており、

どうしても、この財政危機を乗り越えなけれ

ばならない。とりわけ、スリランカでのＮＰ

活動を継続させ、ある成果をあげなければ、

ＮＰ自体の存在価値はなくなるだろう。 
 
各地の民族紛争、暴力的対立にたいして、Ｎ

Ｐが、具体的に非暴力による解決の道筋を示

すことができるかどうか、「正念場」にきて

いると思う。 
 
既存の「基金団体」からの寄付をさほど、得

られていないとの現状を考慮する時、平和を

求める個人への真摯な姿勢からの働きかけ

しか、ないだろう。 
 
ＮＰ事務局、ＮＰＪ事務局は、最大限、切り

詰めるところは切り詰め、この難関を共に乗

り切ろうとしています。会員、支援者の皆様

には、ぜひとも、ご支援のほど、お願いした

いと思います。 
 
「市民による非武装平和維持活動こそ、民族

紛争解決の道である。」ということをＮＰの

継続的活動をもって、示したいと思います。 
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『NP財政危機とNPJの緊急支援』 

１．NP財政危機についての情報とNPJへの支援

要請 

2007年末、American University(ワシントン

DC)に出向中の君島東彦・共同代表より、デイ

ヴィッドからの情報として、下記の連絡があ

りました。 

・NPは現在、2002年の設立以来の最大の財政

危機に陥っている。 

・メル・ダンカンはNPの財政危機に対処する

ために、いま金策に奔走している。 

・メル・ダンカンがNP設立以来、資金調達に

どれほどのエネルギーを投入してきたか、ま

た実際にどれほどの資金を調達したかを思う

と、本当に頭が下がる。 

・NPJでも、NPの財政危機に対する対応策の検

討をお願いする。 

２．NP財政危機の概要 

以下に、NPの財政危機を示すいくつかの情報

を整理しました。 

① 2007年9月末現在のNPの収支： 

▶収入累計：2,004（千ドル）、支出累計2,448

（千ドル） 

▶9月末純資産：376（千ドル：年初783千ドル） 

▶NPの財務方針は常時2か月分経費を純資産と

して保有（約600千ドル相当） 

② 2007年第4四半期の政府、国際諸機関、民

間基金からの収入が予算比大幅減少。2008年

第1四半期のNPの収支悪化が予想される。 

③ 緊急支出削減対策； 

▶NPスタッフのリストラ：スタッフの解雇（2

月1日）,減給,返上など。 

▶スリランカ：任期満了のFTM5名後任採用延期、

ジャフナ事務所閉鎖。 

▶グアテマラ・プロジェクトは、予定通り2月

完了 

▶プロプラム・ディレクター、広報ディレクタ

ーの採用延期（プロプラム・ディレクターの

役割は、クリステｲ―ン、フィル・エズモンド、

ジャン・パッションで分担）。 

▶中・長距離の出張の抑制 

３．NPJ緊急理事会の検討の経緯 

上記１項、２項の事情を踏まえて、NPJ理事会

はML上で対策を検討、緊急事態とスリラン

カ・プロジェクトの重要性にかんがみ、＜田

中恵美子特別基金＞（残高８00万円）から400

万円をNPの資金援助に充てることを１月８日

理事会に諮り、10日決定。11日400万円（36,107

ドル）をスリランカに送金しました。 

４．スリランカ情勢の関するNPの対応 

2008年1月3日のスリランカ政府による停戦協

定を破棄、並びにその後の情勢については別

項をご参照ください。ここではスリランカ・

プロジェクトに関するNPの基本方針と現状の

分析を説明いたします。 

① NPの基本方針 

▶2007 年 2 月のコロンボでの国際理事会で、過

去、現在のスリランカ・プロジェクトを見直

し評価し、このプロジェクトが NP の最大のフ

ィールド・プロジェクトであるという関わり

を再確認した。 

▶IGC による年一度の審理を条件とし、期限を

設定しないプロジェクトとして続けることを

全員一致で決定した。 

▶また、一般的な撤退の条件としては、「NP 行

動規範」の“派遣と撤退”の項で； ▪プロジェ

クトの目的が達成 ▪現地パートナーが招聘を

撤回 ▪NP の存在が現地パートナーに危険を及

ぼす ▪FTM の安全のリスクの高まり、と規定さ

れている。 

② 現状の分析 

▶まずスリランカ政府の停戦合意破棄によっ

てフィールドの状況が急激に変わることはな

いと思われる。すでにここ数年、停戦合意は

有名無実化していた。ここ数十年のスリラン

カは停戦合意と停戦合意破棄を何度も繰り返

してきた（1990年、1995年）。 

▶スカンジナビアの監視団によってNGOの安全

が保障されていたわけではないので、スカン

ジナビアの監視団の撤退はNPには影響はない。 

▶とりわけスリランカ東部において状況に変

化があるとは予想されない。 

▶今後ありうるとすればコロンボにおける

LTTEのテロであろう。 

▶むしろ停戦合意破棄の政治的な余波が心配

される。NGOへの資金援助が途絶えるのではな

いかという心配である。 

５．NPJの当面の重点課題 

このような状況においてNPJからスリランカ

プロジェクトへの資金援助はきわめて重要で

す。ナイロビ総会での重要な結論の一つは、

「メンバー団体のNP活動への参画と貢献の増

大」でした。 

こうしたことからも、NPJ自体としては今後、

会員の増加、基金等外部からの助成金獲得に

より財政面での強化が求められています。 

皆様のご理解、ご支援を心からお願いする次

第です。 
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NPJの皆様  1月16日 

遅ればせながら、明けましておめでとうござ

います。トリンコマリー、スリランカより、

徳留です。 リタからのメールで、NPJから2

月4日から11日かけて阿木さんがいらっしゃ

ると聞きました。是非、トリンコマリーまで

足を伸ばしていただけたらと思います。  

NPJからの資金援助については、NPSLの人達

も大変感謝しています。  

停戦協定破棄となって、今日1月16日でSLMM

（＊スリランカ停戦監視団）もスリランカか

ら離れます。  

私がよく行く食料品の店がありますが、そこ

の店員に、「君は16日に帰ってしまうのか

い？」と聞かれました。もちろん、「私はこ

こにいますよ！」と答えました。  

今日は南東部で爆弾テロが起きました。多く

の市民が犠牲になっています。 

 お疲れ様です。 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

＊スリランカ停戦監視団 SLMM 

（Sri Lanka Monitoring Mission）  

 ノルウェーの仲介による2002年の停戦合意

により発足。ノルウェー、フィンランド、デ

ンマーク、アイスランド、スウェーデンの５

カ国で構成されていた。  しかし、フィンラ

ンドとデンマークは2007年７月２８日にス

リランカから撤退を表明、８月２日にはスウ

ェーデンも撤退を表明。EUからテロ組織に指

定されたことに反発したタミル・タイガーが、

EU加盟国にSLMMからの退去を要請していた。

撤退は退去通告に応じたものである。  

 SLMMは、いつ弾が飛んできてもおかしくな

い地域で、停戦監視活動にあたっている。ス

リランカのタミル・タイガー支配地域では、

国連諸機関はじめ援助団体、平和団体など数

多くの国際機関が活動している。SLMMの一部

撤退表明が呼び水となって他の国際機関も

撤退する事態になれば、内戦激化は制止でき

なくなるだろう。  

(本記事は2007年８月２日時点の状況) 

徳留由美さんは昨年11月30日スリランカに

着任しました。以下、徳留だよりの抜粋です。 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

１２月１２日 
 ・・・。トレーニングも土曜日で終わりま

す。今回の第４陣メンバーは、エジプト（女

性）・イタリア（男性）・ドイツ（女性）・ケ

ニア（男性・女性）・アメリカ（男性）、そし

て日本人の私でした。少し前から赴任のコロ

ンビア男性、ポルトガル男性も参加（計 9
名）。 昨夜、配属先が決定、私はトリンコマ

リーへ配属されます。来週の火曜日の早朝、

コロンボから出発予定。 

１２月２０日 
配属先トリンコマリーに住んでいます。 

 今日は私の仕事の担当が決まりました。配

属先地域での「児童保護＝Child 

Protection」を担当します。自分自身がずっ

としたかった分野なので、希望が叶い、責任

を感じながらも嬉しく感じています。 

 とにかく、早く周りの状況を把握して、臨

機応変に対応できるように、頑張ります。 

１２月３１日 

トリンコマリーへ来て 2 週間が経過しまし

た。現在は地域の子供達の催しに参加したり、

地域の会合に参加したりと、大きな行動はし

ていません。年明け早々に、一人の少年を安

全な場所へ移す予定です。 
1 月 18 日 

16 日の朝から少しだけ町の様相が変わりま

した。毎日車の運転そしていると、道にあふ

れる人やトゥクトゥク（３輪バイク）、車だ

けではなく、犬や牛に悩まされるのですが、

１６日の朝から、道端の牛がいなくなりまし

た。牛がいなくなっただけで、道が少し広く

感じる時もあります。 停戦合意破棄の影響

で、牛飼い達が自分達の牛を道に放さずに、

家の囲いに入れているのです。自分達の”財
産”を失わないように。 それ以外は、トリン

コマリーの町は平静を保っています。 
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『ミンダナオ・プロジェクトの近況』 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ミンダナオ NP の活動は、ミンダナオの主要

当事者との関係構築に成果をあげつつある。

一例として最近、主要当事者との間で“NP 組

織、構成，使命、ミンダナオ休戦協定と平和

交渉における NP の活動”についての会合を

持った。また、ミンダナオ停戦委員会のトッ

プは,NP ミンダナオ・チームを草の根をベー

スとした市民平和維持組織と認定し,NP の‘早

期警戒と早期対応’態勢を主要当事者の停戦

状況監視メカニズムを補完するものとして組

み入れ、定期的情報交換と協働を維持してい

くことに同意した。これに関連して,NP チー

ムメンバーはマギンダナオの或る紛争地域を

IMT とともに訪問した。下の写真は NP ミン

ダナオ・チームと主要当事者との会合の時の

ものである。 
この会合には、次のような幹部が出席した。 
CCCH・GRP 代表：フィリピン軍中将、IMT
副団長：マレーシア海軍提督、CCCH・MILF
代表、IMT 団長：マレーシア陸軍中将、ほか 
NP ミンダナオ・チームメンバー；アティフ・

ハミード・プロジェクト責任者ほか 

 
ミンダナオ紛争の主要当事者は； 
■敵対行為の中止に関する調整委員会（CCCH：主要当事者の代表） 
■フィリピン政府（GRP） 
■モロ・イスラム解放戦線（MILF） 
■国際監視団（IMT：マレーシア、リビアで構成） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
NP メンバー：アティフ・ハミード（パキスタン）、マイク・タニヤ（ケニヤ）、ノルジアナ・ス

レイク（フィリピン）、アレクサンドラ・バサ（セルビア）、サビン・ムレサン（ルーマニア） 
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非暴力平和隊 国際総会 2007 年 9 月 27 日～30 日 
於 ケニア通信・技術大学 ナイロビ(ケニア) 

 
はじめに 
NP は 2002 年 11 月、インドで設立総会が

開かれ発足、2003 年 9 月からスリランカ･

プロジェクトが開始されました。加盟のメン

バー団体による国際総会は 3 年に一度の開

催ですが、第 2 回総会は諸般の事情で遅れ

今回ナイロビでの開催となりました。国際理

事会を役員会にたとえるならば、国際総会は

株主総会にあたります。 
 国際総会に先立ち、加盟団体以外の非暴力

平和活動に従事或いは関心を寄せる諸団体、

ノーベル平和賞受賞者マイリード･マクグァ

イアさんなど個人の平和活動家を含めた国

際会議を 25 日から 3 日間開催いたしました。

これらの一部については、既にニューズレタ

ー19 号、20 号でご紹介しております。今回

は、国際総会の概要と主要事項を出来るだけ

分り易く幾つかに分けてご紹介したいと思

います。まず、「議事内容と決定の概要」で

す。尚、国際総会議事録（案）全文の英語は

2007 年 12 月 3 日の ML で、全訳は 2008
年 1 月 8 日の ML に掲載しております。詳

細についてはこちらをご参照いただければ

幸いです。 
議事内容と決定の概要 
項目 議題 概要 
１ 総会開催諸手続き 決議：現メンバー団体（MO）83 の内、41 の MO が出

席。成立要件は 1/3 であるので総会は成立。 
２ 規約の承認 規約が全会一致で承認された。 

注記：NP の規約は設立総会（2002 年 11 月）後に作成

されたもので、総会での承認が必要でした。 
３ NP の活動報告 クラウディア・サマヨア（グアテマラ）とティム・ウオ

ーリス（英国）（共に前の共同代表）による NP のこれ

までの活動報告。 
４ 中期計画検討 2008～2012 年間の中期計画検討 （詳細は別項参照） 

中期計画は、６項:中期計画承認、7 項：国際理事会での

検討要請と関連しています。 
５ ビルマ・ワーキン

グ・グループの声

明 

作業グループ全員一致で採択したミャンマーの現状に

関する声明を発表し、MO の代表に署名を要請。 
注記：丁度この時、ミャンマー軍事政権は９月２６日、

燃料費の大幅値上げに端を発した反政府デモを続ける

僧侶や市民への武力制圧に踏み切り、２７日にはヤンゴ

ンで取材中の映像ジャーナリスト、長井健司さんが射殺
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された。 
 項目 概要 

６ 中期計画承認 総会に先立つ地域会議で、各地域が中期計画原案を検討

し、それぞれの修正案を提案。事務局がそれらの内容を

織り込んだ修正案を作成し、この修正案を総会にて承

認。 
７ 国際理事会での検

討要請 
上記修正案の重要事項、中期計画での諸課題、実行計画

時に考慮すべき諸点,NP の意思決定のあり方,MO の参

画など検討課題を討議。（詳細については別項参照） 
８ メル･ダンカン 

事務局長辞任表明 
メルは別の立場（例えば資金調達、募金活動、国連への

働きかけ）で NP 活動に参画したいと言う理由で辞任を

表明、2008 年末までに後任の事務局長の人選を要請。 
９ 各ワーキング・グ

ループ報告 
▪NP 執行部、事務局と MO とのコミュニケーションの

改善 ▪FTM とのコミュニケーション改善,NP 活動の

P.R 資料の整備 ▪能力開発とトレーニング（FTM 要員

をいかに発掘、訓練、確保するか） ▪地域での MO の

連携強化、地域平和維持への当該地域 MO の対応力  
▪派遣に関する諸問題 ▪組織管理能力向上、 
等ワーキング部会の報告と検討 

１０ 財務報告 エリック財務担当による財務報告。MO の資金協力の実

績報告の要請。 
１１ 規約の修正 情報技術を利用した意思決定の採用と必要な規約改正  

１２ スリランカ報告 マルセル・スミッツによる活動報告。（詳細別項参照） 
マルセルは、FTM が必要とする NP 本部からの明確な

指針について報告する。 
１３ スリランカの教訓 クリスティンが教訓について総括（詳細別項参照） 
１４ 新たな国際理事会

指名者のプレゼン

と承認 

指名を受けた各候補がプレゼンテーション。 
新国際理事会の総会承認。 

１５ 国際総会の評価 国際理事会メンバーに今回の国際総会に関する評価を

するための評価表を配布。 
 
   注記：中期計画の概要は、ニューズレター20 号に記載しております。 
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ナイロビ国際総会  

 

中期計画(2008～2012 年)の検討と承認 

(項番 4、6、7・・・前頁参照) 

 

 (これまで“戦略計画”と呼ばれて来た計画

だが、今回の総会で、軍事的な用語は使わな

いことになり、中期計画と呼ぶことになっ

た) 

 

ミシェラ・ペローネ議長が中期計画策定の

経緯を説明した。 

NP は、“大規模”とか“政治的立場をと

らない”などの用語の意味についてある程度

の理解を作り出そうと試みた。 

ほぼ 2年間で計画草案が 4度作られ、その

都度 MO の意見を聞くために送付された。 

多くの平和維持活動家を持つべきだとい

う要求には合意はあるが、具体的人数につい

ては合意に達していない。 

中期計画では、2012 年までに少なくとも

100 人のプロジェクトを持つ態勢に整えよ

うとしている。 

NP チームは地域の平和活動家を保護すべ

しとの要求はあるが、また一般市民も保護す

べしとの要求もある。 

NP が協働すべき地域のグループに関して

や、これらのグループが規模や形態でどのよ

うに変わりうるかについて、なお不確定要素

も残されている。 

 

議長は、中期計画は NP が 5 年後にどうな

っているかのアイデアを提供するものであ

ると説明。NP 中期計画承認後、実行計画が

準備され、そこで到達すべき目標に向かって

NP がどのような歩みをするかが策定される。 

  

地域の代表が、各地域の提案を披露した。 

アフリカ地域： 

非武装の平和維持活動のプロファイルを

高めるために、更なる唱道、一般の認知度、

構成員の構築が計画に加えられるべきとの

提案。 

彼らは更なる訓練を欲し、国際理事会が非

武装の市民平和維持活動として国連の認証

を求めることを欲した。 

彼らは“早期警戒”領域でもっと活動すべ

きであり、NP が最大のインパクトを持つこ

とができる場所を探すべきであると提案し

た。 

この地域は、NP がトラウマの事前、事後

の治癒を促進し、紛争が起こりがちな地域を

特定し、アフリカの紛争の脈略を明らかにす

ることを提案した。 

中東地域： 

同様に更なる訓練を要請。NP の訓練マニ

ュアルがすべての MO に送られること、NP 訓

練用の奨学資金の設立を提案した。 

この地域の第一優先順位は能力構築と地

域コーディネーターの採用である。 

ヨーロッパ地域は； 

中期計画について地域会議で 2度検討し

た。 

この地域は、1，2年後に、実行計画が見

直しされ,MO に報告されるべきであると提

案した。 

彼らは実行計画の最初のステップは MO を

一層巻き込むことであると提案した。 

非武装の平和維持活動の成功の度合いが

計れるよう、諸指標の定義が明確に記述され

る必要がある。 

最後に、緊急対応能力と MO の能力のため

の明確な訓練戦略が必要である。 

ラテンアメリカ地域は； 

MO が起こる可能性のある紛争をモニター

し続けることを提案した。 

彼らは NP の書類から軍隊用語を削除する

必要性と,MO が政治的立場をとらないこと

へのコミットメントを明確にすべきである

ことを表明した。 

計画の中で外交的分野が強化されるべき

こと、国連に関する目標と優先順位が更に明

確に定義される必要性を提案した。 

アジア地域は； 

文書の戦略的、軍隊調に関し懸念を表明。

計画はダイナミックな運動を表現すべきで、

紛争管理状態を表現すべきでないと提案し

た。 

アジアはまた、MO と NP の関係は互恵的で

あるべきで、NP が地域でのプロジェクトを
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始める前に MO は相談にあずかるべきである

ことを強調した。 

北米地域は； 

短期ミッションの定義をもっと明確にす

るよう要請。 

それは１年以内の期間で撤退計画を備え

たものと定義づけられるものかどうか？ 

この地域はまた、資金調達の能力が将来は

国際理事会メンバーの必要なスキルとして

真剣に考慮されるべきであると提案した。 

 

[中期計画に関する 1日目の議論はここで終

了し、各地域からの提案による変更を加えて

翌日、８つの提案すべてを検討審議した。] 

 

 

８つの提案の検討 
(別途、国際理事会での検討諸課題) 

 

 (1)[ラテン・アメリカ地域による提案]  

 

中期計画のある分野では目標と優先順位

について更なる明確化が必要である。 

例えば ECOSOC での諮問資格取得など特定

の成果を達成した後、多国籍機関に対しどの

ように進めていくのか？国際理事会は MO に

対し目標と優先順位の変更を提出するこ

と。     

 重要：３１、懸念：４ 

懸念：「MO は NP の基盤であり、MO とその地

域の国際理事とが相互に十分な意思疎通が

なされているとの信頼が必要である」。 

 

(2)[ラテン・アメリカからの提案] 

 

 NP は、提案される平和活動への貢献を説

明する公のメッセージに使われている言語

を変更する必要がある。 

特に、“介入”、“派遣”、“予備”、“募

集”、“タスク・フォース”は軍事的意味を

持っており、ラテンアメリカ諸国での誤解を

もたらす。 

NP のワーキング・グループはこの問題に

対処すべき。    

  重要：２７、懸念：１０ 

懸念：この提案に対して、多くの意見が出さ

れた。 

「大規模のグループをどこかに派遣する場

合、軍事作戦のように聞こえないようにする

のは困難と指摘。 

このような言語の使用にある程度の理解

が必要である。軍隊と NP との違いは、後者

は非武装であるほかに色々ある」。 

「ラテンアメリカでは“力、部隊”（非暴

力平和隊に用いられているような―部隊）の

ような言葉にはネガティブな意味合いがあ

る。 

言語は文化的コンテキストに合致する必

要があり、ラテンアメリカの人々はこれらの

用語を痛みに感じる。 

文化的コンテキストがすべての地域で使

用されるよう促がす」。 

「非暴力の新たな言語を創る時である」。

「NP は軍事用語のみしか知らないような

人々に理解できるような言葉を使用する必

要がある」。 

「NP が使う言語の用語解説辞典をワーキ

ング・グループが作成することを提案する」

など。 

 

(3) [北米とアジア地域からの提案、そして

同様な懸念が他のすべての地域から表明さ

れた]  

 

NPと各MOの期待の相互明確化を定期的に、

少なくとも年 1回開く必要。この関係は相互

に恩恵と豊かさをもたらすものであるべ

き。   

  重要：２５、懸念：５ 

懸念：テオは、NP の内部コミュニケーショ

ンには多くの改善すべき点があると指摘。 

 

(4) [アジア地域によって表明された懸念に

対する回答としてスタッフにより書かれた

もの] 

 

現在の中期計画書類には多くの政府、多国

籍機関、資金提供者にだけ理解される紛争防

止の専門用語（分野）が含まれており、他の

人たちには必ずしも理解されない。 

NP は草の根の非暴力メンバー団体の一般

的なメンバーに明確に理解され評価される
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ような言葉で、戦略的行動分野と期待される

成果を表明した書類を作成すること。  

  重要：２８、懸念：５ 

 

 

(5) [中東地域により提案]  

 

中東の MO が NP に積極的、効率的に参画す

る能力を確実にするには、この地域とのコミ

ュニケーション・フローが大幅に改善される

保証が必要である。 

この地域の対立する状況のために、国際理

事会が長年のコミットメントである中東地

域コーディネーターの採用を優先すること

を再確認するよう要請する。状況報告を６ヵ

月後に提出することを要求。     

      重要：３６、懸念：２ 

懸念：「上記提案書の中の“この地域とのコ

ミュニケーション”の次に“並びに、地域内

のコミュニケーション”を挿入することを要

請」。「この提案は東アジアにも適用される

ものと指摘」。「中東地域コーディネーター

の空席を埋めるには資金が必要なので、NP

全体の努力が必要」。 

 

(6)  [ヨーロッパ地域の提案] 

 

ＮＰは戦略計画を、それぞれの戦略的目標

に対して正当化された組織的評価に基づく

実行計画の展開を含んだ継続中のプロセス

として取り扱うべきである。 

1，2 年後に実行計画は戦略計画に対して

必要な修正と変更のための評価が行われ,MO

に報告されるべきである。 

さらに効率化し、NP の活動の質を上げる

ためには、実行計画で次の諸点が必要な最初

のステップであると考える： 

■NP の発展の中で,MO と NP 間のみならず異

なる地域の MO 間の内部コミュニケーション

戦略を含めて、できるだけ多くの MO を参画

させる明確な実行計画。 

■現地パートナー団体の役割に関する基準

を含めたすべての派遣についての明確なミ

ッション・ステートメント 

■NP 派遣のインパクト評価の開発 

■大規模派遣とそのインパクトに関し、測定

可能な指数の定義づけ 

■大規模派遣や緊急対応能力に対応する派

遣要請に応えられるための、そして MO の能

力を勘案した、適切で明確な訓練戦略の開発 

 

重要：38、懸念：0  

黄色のカードは皆無であった。 

 

(7) [アジア地域の提案に基づく] 

 

NP が活動しようとしている地域において、

何時如何なる時にも MO は協力的努力の要で

あると理解する。  

 重要：37、懸念：1 

 

(8) [アフリカ地域提案]  

 

 NP は世界のすべての地域においてフィ

ールド・プロジェクトに従事するとのコミッ

トメントの再確認。   

  重要：22  懸念：12 

懸念：「北米とヨーロッパではプロジェクト

の必要性はないと表明。他にプロジェクトを

必要としている地域が多くある」。「NP プ

ロジェクトはすべての地域で必要とされて

いるとの意見」。 

「この提案はアフリカ地域から出された

唯一のものであると指摘。この地域には多く

の紛争があるが世界の関心は他に向いてい

るようだ。 

例えば、2001 年 9 月にはナイジェリアの

ジョスで近年の歴史上始めての共同体内部

の紛争によって、何百人が殺され、何万人も

の難民が発生した。破壊の大半は 6日間で起

こったが、9月 11 日のニューヨークとワシ

ントンの同時多発テロと重なったため、それ

に比較してほとんどメディアの注目を受け

なかった。 

NGO は見出しに追従する傾向があるが，NP

は国際社会の固定観念（ステレオタイプ）を

克服し、見過ごされている世界の部分にサー

ビスを提供することが必要であると要請し

た。（この懸念は会場から大きな拍手で受け

止められた。）」 
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中期計画(2008‐2012 年)の承認 

 

エリック・ベックマン議長が、計画について

コンセンサスがなされているかどうか決議

に諮った。 

 

全面的合意（full agreement）：33、 

支持（support）：7、 

受入（accept）0、 

容認（tolerate）0、 

棄権（stand aside）0、 

反対（block）0、 

棄権（withdraw）0 

有効投票数は４２であり、本件に関しては非

常に強いコンセンサスがある。 

 

[注: NP では全員の合意を原則としてはいる

が、状況によっては採決する。その場合には

賛否の二者択一ではなく、上記のように 7

つの選択肢がある] 

 

決議後、次のようなコメントが出された； 

 

★スリランカ・プロジェクト評価で指摘され

た事項と、将来、これらの事項の対応がなさ

れ改善されるのかについて懸念。 

（注記：総会に先立ち、第 3者によるスリラ

ンカ・プロジェクト評価が提出されている。） 

★フィールド・スタッフとフィールドのパー

トナーに対する懸念。評価報告では、“害を

与えない”方針が尊重もされていないとの記

述があった」。 

（注記：NP の FTM がですぎた行動を取って

いないか、の問題） 

★「技術的書類としてこの計画に完全同意す

るが、抑圧と不正義に対応する際の非暴力の

理念的意味がこの書類では十分に取り上げ

られていないと感じたとの意見」。 

 

中期計画にある言語の変更に関する提案が

特にあれば、ジョアン・バーンスタインまで

提出すること。 

 

 [決定 2007.09.28.01]：総会は NP の中期計

画 2008‐2012 を修正の上で承認した。 

******************************** 

 

『ナイロビ総会全国報告会』 

－どこの、だれに向けてなのか？－ 

        NP 事務局長 安藤博 

 

「NP ナイロビ総会報告」と銘打った集会

を、2007 年 10 月末から 12 月初めにかけて

行いました。東京を振り出しに、鹿児島から

秋田まで、“全国”六カ所での開催で、大阪

（11/13）、山口（11/17）、福島(12/1)につ

いては、集会準備でご苦労をされた小林善樹、

前田恵子、駒崎ゆきこのお三方が、それぞれ

ご報告をされています。わたくしは、チラシ

作成やマスコミへの連絡など直接開催準備

に当った鹿児島(11/18)と秋田(12/2)、それ

にこの“全国巡業”の途中、小笠原正仁・理

事から「予定していた講師が急病で倒れたの

で、」という急なご連絡を受けてピンチヒッ

ターを務めた大阪の本願寺津村別院での憲

法集会(12/3)を含め、各地で感じた NP/NPJ

の問題点を、今後に向けて記すことにします。 

【集会】 

 ナイロビ総会に出席された岡本三夫、阿木

幸男、大畑豊の各理事には、ご多忙のなか、

文字通り東奔西走、講師のご苦労をおかけし

ました。鹿児島では徳留由美さんにも、スリ

ランカへの赴任直前にもかかわらず、2007

年５月に行っておられたミンダナオでの活

動報告を中心にお話いただきました。 

 ＜全国報告会＞の原提案者、鞍田監事のお

ひざもと、福島では、参加者のほとんどが

NPJ メンバーであるため、＜ナイロビ総会報

告＞に一定の時間を割きました。しかし＜メ

ンバー・ゼロ県＞の秋田と、ほぼ＜ゼロ＞の

鹿児島では、「そもそも NP とはなにか」、

「どこで、なにをしているか」の紹介が中心

でした。この両地では特に、「会員ゼロ県を

なくしていく」という 2007 年 6 月の NPJ 理

事会（福島）での決定事項にそった会員獲得

自体が開催目的でした。 

【評価】 

”全国巡業”に基づく獲得新会員は、年を

越えた現段階までで、鹿児島の一人のみです。 

秋田は、実質最も多くの参加者（40 人弱）

があり、討議のレベルも極めて高いものでし
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た。しかし、参加者の多くは、往年の有力活

動家だったりでしたから、いわばクールにＮ

Ｐ（Ｊ）の何たるかを見定めるといった体の

集会でした。よって、「秋田をＮＰＪ会員ゼ

ロ県ではなくする」という所期の狙いは、差

し当たり空振りに終わっています。 

この“巡業”には、（ナイロビ総会派遣助成

費に近い）約31万円の旅費などと講師 

の無料奉仕などをまかなった後の 30 万円

を新規獲得会員からの会費収入の、たとえば

2年分で償却するとすれば、１５人の新規会

員を獲得しないと“元”は取れないというこ

とになります。 

人を集められないことについて、「ターゲ

ットとすべき聴衆を間違えていたのではな

いか」とのご意見を寄せられた方もありまし

た。「NP の潜在的支持者、潜在的理解者は、

いわゆる平和運動家ではない人々の中にい

る。」というのです。これは、実はわたくし

が＜9条世界会議＞（2008 年 5 月 4－5日、

幕張メッセ）の実行委員の一人として「１万

人」の人集めをするためのキャンペーンに関

わっている中でも感じていることです。 

 他方、「勢いでやったような“巡業”だっ

たから」と準備不足を指摘するとともに、

「『勢い』はあったともいえる」と評価する

ひともいます。 

もちろん「新会員獲得によって講師旅費な

どの元を取る」ことだけで、この“全国巡業”

の評価をすべきであるとは思いません。しか

しまた、たとえば「各地で率直な話合いをす

ることが出来たのは、大変有意義であった」

と、のどかに納得するわけにもいきません。 

【今後へ】 

こんな”実もふたもない”総括はともか

くとして、肝心なことは、同じような「報告

会」を何度繰り返しても、会員増加・組織て

こ入れにつながる見込みはほとんどないと

いう冷厳な事実がはっきりしたことです。 

であればこそ、ＮＰ日本としては、ＮＰの

単なる後方支援（極く即物的に言えば、会費

収入を集めて現地活動資金のために送るこ

と）を超え、地べた（日本、沖縄、そして山

口、秋田、東京都文京区などの各地域）に足

のついた活動方針を真剣に模索しなければ

ならないというのが、今回の“全国巡業”の

教訓であると思っています。 

そのためには、具体的には、二つの側面を

考える必要があるでしょう。 

一つは、われわれが訴えようとする「非暴

力平和」には、活動の実効性を説くのに必要

なわかりやすい実績がまだあげられていな

いということです。“巡業先”各地で、司会

をしていたり、集会後の懇親会などで忌憚の

ない話し合いをするなかで、残念ながらこの

ことを確認せざるを得ませんでした。これは、

今後に待たざるを得ないことであるととも

に、現時点においても、暴力（軍事力）が平

和を創ることに逆行していることとの対比

で、丁寧に説明しなければならないことでし

ょう。 

もう一つは、それぞれの地域のひとびとの

共感を得るような、具体性を持ったアピール

を、「非暴力平和」についてしていかなけれ

ばならないということです。このことの関連

では、山口集会報告のなかの以下の言葉を想

起します。 

「山口会場では岩国の問題に触れた時が

一番盛り上がったような気がします。 

やはりその地域の抱えている問題とリンク

させて話があると参加者が充足感を得られ

やすいと思いました。」 

 

わたしたちの活動を、世界で、日本で現に起

こっている様々な問題にどう結び付けてい

くかということに関して、「NP の組織として

で は な い が 、 個 々 人 と し て は

（Nonpartisanship を踏み越えて、）護憲、

反核、反基地などの活動をしている」、「NP

には、非暴力平和の実現に向けて他の NGO

とは異なる NP 独自の理念・方針がある」と、

NPのNonpartisanshipなどが説明されます。

これで、この言い方だけで、これまで NP と

無縁であるひとびとの NP 活動への関心をか

ち取り、さらにはスリランカなどでの NP 活

動を支えるべく一定の会費を払おうという

ひとを得るまでの吸引力をもっているかど

うか―十分考えてみる必要があろうと思い

ます。 
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昨年末、１２月２8 日（金曜日）を一応の

期限として年末カンパをお願いいたしまし

たが、多数の方々のご理解を頂き 1 月 18 日

現在、下記 43 人の方々から合計 243,000 円

のカンパをいただいております。 
 
心からの感謝を込めて、ご報告させていた

だきます。 
（50 音順、敬称略） 

浅田 眞理子 青木 護   阿木 幸男  
荒井 章   安藤 博   石井 利一 
石堀 健次  江川 嘉美  大畑 豊 
大石 裕子  大橋 祐治  岡崎 善郎 
岡林 利明  川辺 希和子 木村 護郎 
鞍田 東   小出 啓子  後藤由美子  
小林 善樹  権藤 文代  酒井 良治 
相良 晴美  佐藤 多鶴子 佐藤 倶子 
鈴木 敦士  高橋 秀典  高柳 博一 
田中 泉   田中 春美  俵 恭子 
中村 健   野島 大輔  日隅 一雄 
日置 祥隆  広殿 隆   馬渕 廣子 
馬渡 雪子  柳 康雄   柳沼 清正  
山本 賢昌  山本 竜也  吉田 幸生 
渡辺 俶子 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

スリランカ・プロジェクト責任者の交代 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

マルセル・スミッツは 2007 年 10 月で 2 年

間の任期満了で退任し、新たにロランド・ロ

ーシャイゼン（Roland Roescheizen）が就

任した。彼の略歴をご紹介します； 
国籍：ドイツ 
1980 年代～： 
■ドイツの核ミサイル配置反対運動、ニカラ

グア連帯運動に参画。気候温暖化に反対する

NGO、ジャーマンウオッチの創設メンバー

の一人。 
■ドイツ社会民主党南北政策コーデネータ

ーとして南北問題に関する大きな国際会議

を企画、推進。ドイツ社会民主党のアジア関

係責任者を務める。 
1998 年～： 
■ドイツ開発機構（DED）のフィリピン責任

者として駐在。35 名以上の天然資源管理と

技術職業訓練の海外専門家と活動、2002 年

以降はコンサルタントとしてフィリピンで

活躍。 
■ヴェネズエラ、ニカラグア、グアテマラで

EU の長期選挙監視団として活躍。 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

メル･ダンカン事務局長、 
国際友和会プフェッファー平和賞受賞 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
メル･ダンカンと非暴力平和隊が、世界の紛

争地域での勇気ある非暴力的介入活動を評

価されて2007年度の国際友和会プフェッフ

ァー平和賞を受賞した。 
プフェッファー平和賞受賞者で過去 2 人が

ノーベル平和賞を受賞している。その一人が

2006 年のノーベル平和賞受賞のモハメッ

ド・ユヌス（バングラデシュ）である。 

トピックス



会 員 募 集 
■非暴力平和隊の理念と活動に賛同・支援してくださる個人および団体を会員として募集 

しています。入会のお申し込みは、郵便振替、銀行振込、非暴力平和隊･日本ウェブサイト 

の「入会申し込みフォーム」をご利用下さいますようお願いいたします。 

❂正会員（議決権あり）         ❂賛助会員（議決権なし） 

・ 一般個人：１万円            ・ 一般個人：５千円（１口） 

・ 学生個人：３千円            ・ 学生個人：２千円（１口） 

* 団体は正会員にはなれません。   ・  団体 ：１万円（１口） 

■ 郵便振替：00110‐0‐462182 加入者名：NPJ 
  ＊通信欄に会員の種類を(賛助会員の場合は口数も)ご明記ください。 例：賛助個人１口 
■ 銀行振込：三井住友銀行 白山支店 普通 6622651 口座名義：NPJ 代表 大畑豊   
  ＊銀行振込をご利用の場合は、お手数ですが電話･ファックス･メールのいずれかを 

通じて入会希望の旨、NPJ 事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。 
■ ウェブサイトからのお申し込み：http://www5f.biglobe.ne.jp/~npj/nyukai.html 

ご 案 内： 

「ふくしま非暴力平和隊ネット」で試作した缶バッジ 

非暴力平和隊を宣伝し、資金を集めるために、ＮＰＪ福島在住メンバーで作った缶バッ 

ジの普及にご協力ください。ＮＰの鳩のデザインをあしらった、かわいく、洒落たバッ 

ジです。価格は１個２００円で、１０個以上のご購入の場合は１個１００円です。 

【９０円切手を貼った返信用封筒】と【代金の小為替】を同封して次までお送りくださ 

い。〒９７１－８１７１ いわき市泉が丘２－３－４ 鞍田 東 

▴◈◉◍◙▣▤  事 務 局 便 り  ▤▣◙◍◉◈▴ 

今回こそは頁数を少なくし、読みやすいものにしようと企画していました
が、年明け早々スリランカ政府が停戦合意の破棄を表明し、スリランカ情勢
がますます緊迫してきましたので、これに関する情報を急遽まとめることに
なり、次号に課題を先送りすることになりました。（大橋 祐治） 

 

非暴力平和隊（NP,Nonviolent Peaceforce）とは…… 

地域紛争の非暴力的解決を実践するために活動している国際 NGO で、 

非暴力平和隊・日本（ＮＰＪ）はその日本グループです。 

これまで世界中の平和活動家たちが小規模な非暴力的介入について経験 

を積 み、功 を収 めて来 ました。ＮＰはこれを大 規 模 に発 展 させるために  

2002 年に創設されました。非暴力・非武装による紛争解決が「夢想主義」でも「理想主義」でもなく、いちばん「現実的」

であることを実践で示していきます。 

ＮＰは、地元の非暴力運動体・平和組織と協力し、紛争地に国際的なチームを派遣、護衛的同行や 

国際的プレゼンス等によって、地元活動家等に対する脅迫、妨害等を軽減させ、地域紛争が非暴力的に 

地元の人によって解決できるよう、環境づくりをすることを目的としています。 

ＮＰは 2003 年９月からスリランカでの活動を開始し、現在２０カ国から２５人のメンバーを派遣しています。 

☆☆☆ 会員の声を歓迎 ！！！ 
ニューズレターを会員皆様の交流の場にもしたいと思っています。

皆様からのご意見、投稿を歓迎いたします。 


